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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の体内に放射性同位元素を導入して撮影される撮影画像に基づいて診断の支援を
行う診断支援システムのためのコンピュータプログラムであって、
　前記診断支援システムは、前記被験者の所定部位の撮影画像である第１画像データと、
特定グループに属する者の前記所定部位の撮影画像である第２画像データとを記憶する画
像データ記憶手段を有する、前記診断支援システムであって、
　前記第１画像データと前記第２画像データとに基づいて算出された各画素に対応するＺ
値であって撮影画像内の複数の領域に対応するＺ値の中から、血流減少を示すＺ値を抽出
し、前記複数の領域のそれぞれに対し、抽出されたＺ値の総和を特徴量として算出する特
徴量算出処理と、
　前記複数の領域のそれぞれの特徴量に基づく情報を出力する出力処理と、
をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２】
　前記特徴量算出処理は、前記複数の領域に対応するＺ値の中から所定の閾値より強い血
流減少を示すＺ値を抽出する、
請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記特徴量算出処理は、前記複数の領域に対応するＺ値を所定の閾値と比較することに
より、前記複数の領域に対応するＺ値の中から血流減少を示すＺ値を抽出する、
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請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　被験者の体内に放射性同位元素を導入して撮影される撮影画像に基づいて診断の支援を
行う診断支援システムのためのコンピュータプログラムであって、
　前記診断支援システムは、前記被験者の所定部位の撮影画像である第１画像データと、
特定グループに属する者の前記所定部位の撮影画像である第２画像データとを記憶する画
像データ記憶手段を有する、前記診断支援システムであって、
　前記第１画像データと前記第２画像データとに基づいて算出された各画素に対応するＺ
値であって撮影画像内の複数の領域に対応するＺ値の中から、前記第１画像データの画素
の値が前記第２画像データの対応する画素の値より低いことを示すＺ値を抽出し、前記複
数の領域のそれぞれに対し、抽出されたＺ値の総和を特徴量として算出する特徴量算出処
理と、
　前記複数の領域のそれぞれの特徴量に基づく情報を出力する出力処理と、
をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記特徴量算出処理は、前記複数の領域に対応するＺ値を所定の閾値と比較することに
より、前記複数の領域に対応するＺ値の中から、前記第１画像データの画素の値が前記第
２画像データの対応する画素の値より低いことを示すＺ値を抽出する、
請求項４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記出力処理は、前記複数の領域のそれぞれの特徴量を表示装置に表示させる、
請求項１～５のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記出力処理は、前記複数の領域のそれぞれの特徴量に基づいて、前記複数の領域のそ
れぞれに血流減少の傾向があるか否かを判定し、前記判定の結果を前記表示装置に表示さ
せる、
請求項６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記出力処理は、断層画像及び脳表表示のいずれかにおいて、血流減少の傾向があると
判定された領域の分布を表示装置に表示させる、
請求項７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記複数の領域のそれぞれは、所定部位の撮影画像に対して設定されたＲＯＩ（Ｒｅｇ
ｉｏｎ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）である請求項１～８のいずれかに記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項１０】
　前記複数の領域のそれぞれは、所定部位を解剖学的または機能的な分類に基づいて定め
られたセグメントである請求項１～９のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記第１画像データ及び前記第２画像データは、いずれも正規化された脳のＳＰＥＣＴ
（Single Photon Emission Computed Tomography）断層画像である請求項１～１０のいず
れかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記特徴量算出処理は、血流の減少の程度を示すレベルによって、前記特徴量の値の大
きさを判定する、
請求項１～１１のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記特定グループに属する者は、健常者である、
請求項１～１２のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
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　前記第２画像データは、複数の健常者の前記所定部位の撮影画像の平均である、
請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記算出されたＺ値は、前記複数の健常者の前記所定部位の撮影画像の標準偏差と前記
第１画像データと前記第２画像データとに基づいて算出される、
請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記診断支援システムは、前記第１画像データと前記第２画像データとに基づいて、各
画素に対応するＺ値を算出するＺ値算出手段を有する、
請求項１～１５のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記第１画像データと前記第２画像データとに基づいて、各画素に対応するＺ値を算出
するＺ値算出処理をコンピュータに実行させる、
請求項１～１５のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記特徴量算出処理は、Ｚ値の抽出に代えて、前記第１画像データと前記第２画像デー
タとに基づいて算出された各画素に対応するｔ値であって前記複数の領域に対応するｔ値
の中から血流減少を示すｔ値を抽出し、
　前記特徴量算出処理は、前記複数の領域のそれぞれに対し、抽出されたｔ値に対応する
Ｚ値の総和を特徴量として算出する、
請求項１～１７のいずれかに記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれかに記載のコンピュータプログラムを記録する記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の画像を健常者などの画像と対比して疾患の診断を支援するための技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被験者等に大きな負担をかけずに、身体内の様子を画像として捕らえ正確な診断
を行なうための画像診断機（Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）、ＭＲＩ（Magnetic Reso
nance Imaging）、超音波診断機、放射線診断機等）は現在の医療の現場において必須な
ものとなっている。
【０００３】
　核医学の臨床の場においては、被験者体内に放射性同位元素を導入し、その放射性同位
元素から発せられるγ線を利用する単光子放出コンピュータ断層撮影（Single Photon Em
ission Computed Tomography、ＳＰＥＣＴ）および陽電子放出断層撮影（Positron Emiss
ion Tomography、ＰＥＴ）が、それぞれ利用されている。これにより、脳の断層画像を撮
影して解析することにより、疾患ごとに脳の特定部位の血流が上昇または低下することが
明らかになってきている。従って、被験者と健常者のＳＰＥＣＴやＰＥＴの画像を比較す
ることによって異常部位の有無を抽出することが可能となっている。
【０００４】
　そして、特許文献１には、被験者と健常者などの特定グループに属する者の断層画像を
比較して、被験者の断層画像における異常部位を抽出して、診断支援を行う画像診断支援
システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６－２０４６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、断層画像において、特定の疾患については、疾患別に共通の特徴を示すこと
がある。その特徴は、断層画像内の複数の箇所に現れることもある。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、断層画像内に複数の領域を設定して、被験者及び特定グルー
プに属する者の断層画像を比較し、被験者が所定の疾患であるか否かを鑑別するための支
援をすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一つの態様に従う画像診断支援システムは、被験者及び特定グループに属する
者の断層画像を対比して診断の支援を行うシステムであって、所定部位について、被験者
の断層画像の画像データと、特定グループに属する者の断層画像の画像データとを記憶す
る画像データ記憶手段と、前記所定部位の断層画像内の複数の領域を示す領域データを記
憶する領域データ記憶手段と、前記被験者の断層画像の画像データと、前記特定グループ
に属する者の断層画像の画像データと、前記領域データとに基づいて、前記被験者の断層
画像と前記特定グループに属する者の断層画像とを比較し、前記複数の領域のそれぞれに
ついて、前記被験者の断層画像が前記特定グループに属する者の断層画像と異なる特徴を
有する特徴領域であるか否かを判定する判定手段と、一つ以上の疾患について、疾患別に
前記複数の領域のそれぞれが前記特徴領域であるか否かを定めた疾患別の鑑別データを記
憶する鑑別データ記憶手段と、前記判定手段による判定結果と前記鑑別データとを比較し
て、その比較結果を出力する出力手段と、を備える。
【０００９】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、前記被験者の断層画像と前記特定グループに属
する者の断層画像とを比較して、前記被験者の断層画像が前記特定グループに属する者の
断層画像と異なる特徴の特徴部位を抽出し、前記複数の領域のそれぞれについて、前記抽
出された特徴部位に基づく所定の特徴量を算出し、算出された前記特徴量に基づいて各領
域が前記特徴領域であるか否かを判定してもよい。
【００１０】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、前記被験者の断層画像の画像データ及び前記特
定グループに属する者の断層画像の画像データに基づいて、血流の増加または減少を示す
指標を算出し、前記算出された血流の増加または減少を示す指標に基づいて、前記特徴部
位を抽出してもよい。
【００１１】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、前記被験者の断層画像の画像データ及び前記特
定グループに属する者の断層画像の画像データに基づいてＺ値を算出し、算出されたＺ値
に基づいて前記特徴部位を抽出してもよい。
【００１２】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、Ｚ値が所定の閾値を超える相対的増加部位と、
Ｚ値が所定の閾値を下回る相対的減少部位を特定し、各領域における特徴量を、
特徴量（１ａ）＝相対的増加部位のＺ値の総和／相対的増加部位の面積
特徴量（１ｂ）＝相対的減少部位のＺ値の総和／相対的減少部位の面積
により算出してもよい。
【００１３】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、Ｚ値が所定の閾値を超える相対的増加部位と、
Ｚ値が所定の閾値を下回る相対的減少部位を特定し、各領域における特徴量を、
特徴量（２ａ）＝（相対的増加部位の面積／領域全体の面積）×１００（％）
特徴量（２ｂ）＝（相対的減少部位の面積／領域全体の面積）×１００（％）
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により算出してもよい。
【００１４】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、Ｚ値が所定の閾値を超える相対的増加部位と、
Ｚ値が所定の閾値を下回る相対的減少部位を特定し、各領域における特徴量を、
特徴量（３ａ）＝相対的増加部位のＺ値の総和
特徴量（３ｂ）＝相対的減少部位のＺ値の総和
により算出してもよい。
【００１５】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、Ｚ値が所定の閾値を超える相対的増加部位と、
Ｚ値が所定の閾値を下回る相対的減少部位を特定し、各領域における特徴量を、
特徴量（４ａ）＝相対的増加部位のＺ値の総和／領域全体の面積
特徴量（４ｂ）＝相対的減少部位のＺ値の総和／領域全体の面積
により算出してもよい。
【００１６】
　好適な実施形態では、前記領域データ記憶手段に記憶されている領域データは、前記所
定部位の断層画像に対して設定されたＲＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）
であってもよい。
【００１７】
　好適な実施形態では、前記領域データ記憶手段に記憶されている領域データは、前記所
定部位を解剖学的または機能的な分類に基づいて定められたセグメントであってもよい。
【００１８】
　好適な実施形態では、前記判定手段は、特徴領域と判定された領域について、さらに、
前記特徴の程度を示す特徴レベルを判定し、前記鑑別データ記憶手段に記憶されている鑑
別データは、特徴領域については前記特徴レベルも定められていてもよい。
【００１９】
　好適な実施形態では、前記被験者の断層画像及び前記特定グループに属する者の断層は
、いずれも正規化された脳のＳＰＥＣＴ（Single Photon Emission Computed Tomography
）断層画像であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる画像診断支援システム１の全体構成図である。
【図２】健常者データ及び標準偏差データのデータ構造の一例を示す。
【図３】領域データ記憶部２０に記憶されている領域データの一例を示す。
【図４】断層画像におけるＺ値の分布例を示す。
【図５】鑑別データ記憶部２１に記憶されている鑑別データのデータ構造の一例を示す。
【図６】表示処理部３０が表示させる表示態様の一例を示す。
【図７】本システムにおける処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態に係る画像診断支援システムについて図面を用いて説明する
。本実施形態に係る画像診断支援システムは、健常者と被験者の脳のＳＰＥＣＴ断層画像
（以下、単に断層画像という場合もある）を対比して、被験者の疾患の診断の支援を行う
ものである。
【００２２】
　図１に、本実施形態にかかる画像診断支援システム１の全体構成図を示す。
【００２３】
　本実施形態に係る画像診断支援システム１は、画像診断支援システム本体１０と、画像
診断支援システム本体１０に接続された入力装置２と、表示装置３とを備える。画像診断
支援システム本体１０は、例えば汎用的なコンピュータシステムにより構成され、以下に
説明する画像診断支援システム本体１０内の個々の構成要素または機能は、例えば、コン
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ピュータプログラムを実行することにより実現される。
【００２４】
　画像診断支援システム本体１０には、診断の対象となる被験者の画像データを記憶する
被験者データ記憶部１１と、あらかじめ収集しておいた正規化された健常者の画像データ
を記憶する健常者データ記憶部１２と、被験者データを正規化する正規化処理部１３と、
Ｚ値を算出するＺ値算出部１４と、被験者データから健常者とは異なる特徴を有する特徴
部位を抽出する特徴部位抽出部１５と、特徴部位を抽出するための抽出条件を記憶した抽
出条件テーブル１６と、特徴部位抽出部１５が抽出した特徴部位に基づく特徴量を算出す
る特徴量算出部１７と、画像内に複数の領域を定める領域データを記憶した領域データ記
憶部２０と、特徴量算出部１７が算出した特徴量に基づいて、各領域が特徴領域であるか
否かを判定する領域別判定部１８と、一つ以上の疾患について、疾患別の鑑別データを記
憶する鑑別データ記憶部２１と、領域別判定部１８による特徴領域か否かの判別結果と、
鑑別データ記憶部２１の鑑別データとを対比するマッチング部１９と、領域別判定部１８
による特徴領域か否かの判別結果、あるいは、マッチング部１９による対比結果を表示装
置３に表示する表示処理部３０と、を備える。
【００２５】
　被験者データ記憶部１１は、ＳＰＥＣＴ断層画像撮影装置５で撮影した被験者のＳＰＥ
ＣＴ断層画像のボクセル値データ（以下、被験者データという）１１１を記憶している。
【００２６】
　健常者データ記憶部１２には、予め収集しておいた、多数の健常者の脳の断層画像のボ
クセル値データの平均値（以下、健常者データという）１２１と、多数の健常者の脳の断
層画像のボクセル値データの標準偏差データ１２２とが記憶されている。人の脳の形状及
び大きさは、それぞれ個人差があるので、健常者データ１２１は、所定の形状及び大きさ
に正規化された健常者の標準脳の断層画像データを用いて平均値を求めたものである。標
準偏差データ１２２も同様に、正規化された健常者の標準脳の断層画像データを用いて標
準偏差を求めたものである。
【００２７】
　なお、本実施形態では健常者の断層画像を用いているが、健常者以外にも、特定グルー
プに属する者の脳の断層画像を用いてもよい。例えば、特定の疾患を有する患者の断層画
像と、被験者（健常者であってもよい）の断層画像を用いてもよい。
【００２８】
　図２は、健常者データ１２１及び標準偏差データ１２２のデータ構造の一例を示す図で
ある。同図（ａ）の健常者データ１２１は、頭の左右方向をＸ軸、前後方向をＹ軸、上下
方向をＺ軸としたとき、Ｚ軸方向にＮ枚のＸ－Ｙ断面の画像データからなる。各画像デー
タに含まれるボクセル値は、各画像の画素値と対応する。同図（ｂ）の標準偏差データ１
２２は、健常者データ１２１と同様の構造になっていて、多数の健常者データの平均値で
ある健常者データ１２１を算出したときに同時に求めた標準偏差が格納されている。
【００２９】
　再び図１を参照すると、正規化処理部１３は、被験者データ記憶部１１に格納されてい
る被験者データ（ボクセル値データ）を正規化する。ここでは、正規化後の被験者データ
を健常者データと比較するので、正規化処理部１３は健常者データ１２１と同一の構造に
正規化する。なお、被験者データ記憶部１１に予め正規化した被験者データを記憶してお
いてもよいし、正規化処理部１３による正規化後の被験者データを被験者データ記憶部１
１に格納してもよい。
【００３０】
　画像診断支援システム１は、何れも正規化されている健常者データ１２１及び被験者デ
ータに基づいて、健常者の画像と被験者の画像とを比較し、予め定められている複数の領
域のそれぞれについて、被験者画像が健常者画像と異なる特徴を有する特徴領域であるか
否かを判定する。本実施形態では、Ｚ値算出部１４、特徴部位抽出部１５、特徴量算出部
１７及び領域別判定部１８においてこの判定処理を行う。
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【００３１】
　Ｚ値算出部１４は、被験者データ及び健常者データのそれぞれ対応する画像（同一部位
の画像）を対比させてＺ値を算出する。すなわち、Ｚ値算出部１４は、正規化処理部１３
で正規化された被験者データと健常者データ記憶部１２に記憶されている健常者データ１
２１及び標準偏差データ１２２とを用いて、Ｚ値を算出する。Ｚ値算出部１４は、正規化
された被験者データの全断層画像の全画素（つまり、全ボクセル値）について、以下の式
を用いてＺ値を算出する。
Ｚ値＝｛（健常者データのボクセル値）－（被験者データのボクセル値）｝／標準偏差
【００３２】
　抽出条件テーブル１６は、特徴部位抽出部１５で特徴部位を抽出するための抽出条件を
記憶する。ここに格納される抽出条件としては、例えばＺ値の閾値でもよい。閾値として
は、例えば、具体的な閾値の値（例えば、＋２．０、－２．０など）でもよいし、各断層
画像におけるＺ値の最大値または最小値に対する割合を示す値（例えば、Ｚ値の最大値ま
たは最小値の８０％など）であってもよい。
【００３３】
　領域データ記憶部２０には、対象画像における特定の領域を指定する領域データが記憶
されている。
【００３４】
　領域データは、例えば、ＲＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ：関心領域）
を示すデータでもよい。ＲＯＩは、例えば、疾患別に定義されていてもよいし、疾患別に
加えて、さらに疾患別重症度（病期、進行度）別に定義されていてもよい。ここで、ＲＯ
Ｉは、脳のＳＰＥＣＴ断層画像において、疾患の診断を行う際に着目すべき領域である。
つまり、疾患別のＲＯＩは、それぞれの疾患で血流量の変化が生じる領域である。従って
、ＲＯＩは、疾患別、さらには疾患の病期重症度別に、それぞれ異なる断層画像の異なる
領域が設定される。１枚の断層画像に複数のＲＯＩが設定されていてもよい。脳の疾患例
としては、アルツハイマー型痴呆、パーキンソン病、進行性核上性麻痺、マシャド・ジョ
セフ病、オリーブ橋小脳萎縮症などが挙げられる。ＲＯＩは、例えば、ＮＩＮＣＤＳ－Ａ
ＤＲＤＡなど所定の診断基準や各種検査に基づいて定められる。例えば、疾患群（ある疾
患の多数の患者データ）と健常者群（多数の健常者データ）とを群間比較して、検定統計
量（ｔ検定etc）によってその閾値を決めることによって作成することができる。
【００３５】
　また、領域データは、例えば、脳をセグメントに分割したときの各セグメント領域を示
すデータでもよい。セグメント領域は、対象の画像の脳の部分の全領域（全脳）を、解剖
学的または機能的な分類に基づいて複数の領域に分割したときの各領域（セグメント）で
ある。ここで、解剖学的な分類に基づく分割とは、例えば、脳の領域を大脳、小脳などに
分割する場合を指す。解剖学的な分類は階層的になっているので、セグメント領域も階層
化されていてもよい。機能的な分類とは、例えば、脳の各部位に局在する運動野、言語野
などの機能野ごとに分割する場合を指す。それぞれのセグメント領域の設定は、所定の解
剖学的または機能的な知見に基づいて行われる。
【００３６】
　図３は、領域データ記憶部２０に記憶されている領域データの一例を示す図である。同
図に示すのは、「アルツハイマー重度１」、「アルツハイマー重度２」・・・などの疾患
別病期重症度別に設定されている領域データ、及び、「前頭葉」、「頭頂側頭葉」・・・
などのセグメントの領域データである。各領域データは、それぞれの断層画像ごとに、対
象となる領域の画素には「１」、それ以外の領域の画素には「０」がセットされている。
【００３７】
　改めて図１を参照すると、特徴部位抽出部１５は、Ｚ値算出部１４で算出されたＺ値に
基づいて、被験者の断層画像から健常者とは異なる特徴を示す部位を特徴部位として抽出
する。例えば、特徴部位抽出部１５は、抽出条件テーブル１６に示すＺ値の閾値に従って
、その閾値以上または以下である領域を特徴部位として抽出する。ここで、本実施形態で
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用いているＳＰＥＣＴ断層画像の場合、Ｚ値がプラス（つまり、健常者データの方が被験
者データよりボクセル値が高い）のときは、被験者の血流量が健常者の血流量よりも少な
いことを示し、逆に、Ｚ値がマイナス（つまり、健常者データの方が被験者データよりボ
クセル値が低い）のときは、被験者の血流量が健常者の血流量よりも多いことを示してい
る。従って、本実施形態では、被験者データにおいて、健常者と比べて血流量が増減して
いる箇所が特徴部位として抽出されることになる。これは、特定の疾患に関しては、特定
の箇所の血流の増減があることが知られているので、それを利用するためである。
【００３８】
　なお、本実施形態では、特徴部位の抽出にＺ値を用いているが、例えばｔ値あるいはＦ
値などの、これ以外の指標を用いて健常者と異なる特徴の部位を抽出してもよい。
【００３９】
　特徴部位抽出部１５におけるＺ値を用いた特徴部位抽出には、例えば、（Ａ）固定の閾
値を用いた閾値判定と、（Ｂ）全脳の最大値及び最小値に基づく閾値による判定と、（Ｃ
）各領域内の最大値及び最小値に基づく閾値による判定とがある。以下、（Ａ）～（Ｃ）
について、図４に示すＺ値の分布例を用いて説明する。
【００４０】
　（Ａ）特徴部位抽出部１５は、抽出条件テーブル１６から固定閾値を取得して、その固
定閾値を超えるＺ値の部位を抽出する。固定閾値は、プラス、マイナスのそれぞれについ
て設定されている。例えば、＋２．０及び－２．０でよい。特徴部位抽出部１５は、図４
Ａに示すように、Ｚ値が＋２．０以上及び－２．０以下のボクセルを特徴部位（相対的増
加部位２２０及び相対的減少部位２３０）として抽出する。
【００４１】
　（Ｂ）特徴部位抽出部１５は、まず、各断層画像において、その画像の全脳領域（全脳
）における最大値２５０及び最小値２６０を検出する（図４Ｂ参照）。そして、特徴部位
抽出部１５は、抽出条件テーブル１６からその最大値２５０及び最小値２６０に対する割
合（例えば７５％、８０％、など）を取得する。特徴部位抽出部１５は、図４Ｂに示すよ
うに、最大値２５０及び最小値２６０に対して、取得した割合を超えるＺ値を有する画素
を特徴部位として抽出する。例えば、図４Ｂに示すように、最大値２５０が６．５、最小
値２６０が－４．６、最大値２５０及び最小値２６０に対する割合が７５％だとすると、
Ｚ値が４．９以上のボクセルが相対的増加部位２７０として抽出され、Ｚ値が－３．５以
下のボクセルが相対的減少部位２８０として抽出される。
【００４２】
　（Ｃ）各領域内の最大値及び最小値に基づく閾値判定処理は、最大値及び最小値をそれ
ぞれ領域別に行う点が（Ｂ）と異なる。すなわち、特徴部位抽出部１５は、領域データ記
憶部２０から領域データを取得して、領域２００ごとの最大値２５０及び最小値２６０を
抽出する（図４Ｂ参照）。そして、特徴部位抽出部１５は、抽出条件テーブル１６からそ
の最大値２５０及び最小値２６０に対する割合（例えば７５％、８０％、など）を取得し
て、領域内の最大値及び最小値に対する、取得した割合を超えるＺ値を有する画素を特徴
部位（相対的増加部位２７０及び相対的減少部位２８０（図４Ｂ参照））として抽出する
。
【００４３】
　上記（Ａ）～（Ｃ）以外にも、例えば、正の値のＺ値、及び負の値のＺ値のそれぞれの
平均値に基づく閾値を用いて特徴領域を抽出したり、これらの平均値に対する所定の割合
の閾値を用いて特徴領域を抽出したりしてもよい。
【００４４】
　特徴量算出部１７は、特徴部位抽出部１５によって抽出された特徴部位の分布状態に基
づく特徴量を算出する。本実施形態では、特徴量算出部１７は、領域データ記憶部２０に
記憶されている領域データを用いて、様々な特徴量を算出する。
【００４５】
　例えば、特徴量算出部１７は、特徴部位抽出部１５により抽出された特徴部位に基づい
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て、特徴量（１）～（５）を算出する。特徴量（１）～（５）の求め方について、図４を
参照して説明する。
【００４６】
　図４は、断層画像において一つの領域（例えばＲＯＩ）２００を示す。つまり、領域２
００内に複数の画素２１０（図４において、符号は１つの画素に対してのみ付する）が含
まれている。各画素２１０に表示された数値が、その画素のＺ値である。図４Ａの例では
、特徴部位抽出部１５において固定閾値（±２．０）により、Ｚ値の相対的増加部位２２
０と相対的減少部位２３０とが抽出されている。同図Ｂの例では、特徴部位抽出部１５に
おいて最大値２５０と最小値２６０とが抽出され、Ｚ値の相対的増加部位２７０と相対的
減少部位２８０とが抽出されている。
【００４７】
　特徴量（１）～（４）は、いずれも、相対的増加部位及び相対的減少部位のそれぞれに
ついて算出されるので、相対的増加部位に対応する特徴量は特徴量１ａなどのように“ａ
”を付けて表現し、相対的減少部位に対応する特徴量は特徴量１ｂなどのように“ｂ” 
を付けて表現する。以下、図４Ａを用いて、特徴量（１）～（５）の算出方法を示す。
【００４８】
　すなわち、特徴量（１）は、相対的増加部位２２０及び相対的減少部位２３０のそれぞ
れについて、以下のように定まる（Ｓｅｖｅｒｉｔｙ）。
特徴量（１ａ）＝相対的増加部位２２０のＺ値の総和／相対的増加部位２２０の面積
特徴量（１ｂ）＝相対的減少部位２３０のＺ値の総和／相対的減少部位２３０の面積
【００４９】
　つまり、相対的増加部位２２０及び相対的減少部位２３０における、単位面積あたりの
増加量または減少量（相対的増加（または減少）部位の面積に対する平均）を示す。
【００５０】
　図４Ａの例では、特徴量（１ａ）＝３．６、特徴量（１ｂ）＝（－）３．８である。
【００５１】
　特徴量（２）は、相対的増加部位２２０及び相対的減少部位２３０のそれぞれについて
、以下のように定まる（Ｅｘｔｅｎｔ）。
特徴量（２ａ）＝（相対的増加部位２２０の面積／領域２００全体の面積）×１００（％
）
特徴量（２ｂ）＝（相対的減少部位２３０の面積／領域２００全体の面積）×１００（％
）
【００５２】
　つまり、特徴量（２）は、領域２００全体の面積のうち、相対的増加部位２２０または
相対的減少部位２３０が占める割合を示す。
【００５３】
　図４Ａの例では、特徴量（２ａ）＝５７％、特徴量（２ｂ）＝３３％である。
【００５４】
　特徴量（３）は、相対的増加部位２２０及び相対的減少部位２３０のそれぞれについて
、以下のように定まる（Ｅｘｔｅｎｔ×Ｓｅｖｅｒｉｔｙ）。
特徴量（３ａ）＝相対的増加部位２２０のＺ値の総和
特徴量（３ｂ）＝相対的減少部位２３０のＺ値の総和
【００５５】
　図４Ａの例では、特徴量（３ａ）＝６１．２、特徴量（３ｂ）＝（－）３８．０である
。
【００５６】
　特徴量（４）は、相対的増加部位２２０及び相対的減少部位２３０のそれぞれについて
、以下のように定まる（Ｅｘｔｅｎｔ×Ｓｅｖｅｒｉｔｙ（単位面積あたり））。
特徴量（４ａ）＝相対的増加部位２２０のＺ値の総和／領域２００全体の面積
特徴量（４ｂ）＝相対的減少部位２３０のＺ値の総和／領域２００全体の面積
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【００５７】
　つまり、特徴量（４）は、領域全体の面積における、単位面積あたりの増加量または減
少量（領域全体面積に対する平均）を示す。
【００５８】
　図４Ａの例では、特徴量（４ａ）＝２．０４、特徴量（４ｂ）＝（－）１．３０である
。
【００５９】
　特徴量（５）は、相対的増加部位２２０及び相対的減少部位２３０のそれぞれについて
、その他の方法で代表値を定めるやり方である。相対的増加部位２２０の代表値の定め方
としては、例えば、相対的増加部位２２０における最大値、２番目に大きい値、３番目に
大きい値、中央値、最頻値、平均値、その平均値の所定割合を示す値、相対的増加部位２
２０の面積、相対的増加部位２２０の画素数、あるいは相対的増加部位２２０の容量のい
ずれかでよい。同様に、相対的減少部位２３０の代表値の定め方としては、例えば、相対
的減少部位２３０における最小値、２番目に小さい値、３番目に小さい値、中央値、最頻
値、平均値、その平均値の所定割合を示す値、相対的減少部位２３０の面積、相対的減少
部位２３０の画素数、あるいは相対的減少部位２３０の容量のいずれかでよい。
【００６０】
　再び図１を参照すると、領域別判定部１８は、特徴量算出部１７で算出されたいずれか
の特徴量に基づいて、領域データで定まる各領域が特徴領域であるか否かを判定する。例
えば、領域別判定部１８は、特徴量算出部１７で算出された同種の特徴量を用いて、各領
域が、Ｚ値の増加傾向または減少傾向の何れが優勢であるかを判定する。そして、その判
定結果に基づいて、領域ごとに、それぞれの領域がＺ値の増加傾向（血流減少傾向）の特
徴領域であるか、Ｚ値の減少傾向（血流増加傾向）の特徴領域であるか、何れでもない（
血流変化なし）かを決定する。
【００６１】
　なお、Ｚ値の増加傾向（血流減少傾向）またはＺ値の減少傾向（血流増加傾向）である
ときには、領域別判定部１８は、さらに、特徴量の値の大きさに基づいて、その増加また
は減少の程度を示すレベル分けをしてもよい。
【００６２】
　Ｚ値の増加傾向と減少傾向の何れが優勢であるかを判定する手法としては、例えば、対
象となる領域内に相対的増加部位または相対的減少部位のいずれか一方しか存在しない領
域の場合、その相対的増加部位または相対的減少部位の存在する方の傾向が優勢であると
する。また、対象となる領域内に相対的増加部位及び相対的減少部位の両方が存在する場
合、特徴量（１）～（５）のいずれか一つ以上を用いて、“ａ”で表す相対的増加に対応
する特徴量と、“ｂ”で表す相対的減少に対応する特徴量とを対比して、数値の絶対値が
大きい方を優勢としてもよい。例えば、相対的増加に対応する特徴量（１ａ）と、相対的
減少に対応する特徴量（１ｂ）とを対比して、数値の絶対値が大きい方を優勢としてもよ
い。さらに、特徴量の数値の絶対値の差によって、増加または減少の程度を示すレベルを
定めてもよい。
【００６３】
　鑑別データ記憶部２１に記憶されている鑑別データは、一つ以上の疾患について、疾患
別に複数の領域のそれぞれが特徴領域であるか否かのパターンを定めている。例えば、図
５に鑑別データ２１ａのデータ構造の一例を示す。
【００６４】
　同図に示すように、鑑別データ２１ａでは、疾患２１ｂ別に、各領域２１ｃが特徴領域
であるか否かのパターンが定められている。同図の例では、例えば、“疾患Ａ”であれば
、「前頭葉」、「頭頂側頭葉」、「後部帯状回」及び「ＲＯＲ１」において血流が減少し
、「後頭葉」では血流に変化がないときは、“疾患Ａ”である可能性が高いことを示して
いる。ここで、「血流増加」及び「血流減少」は、それぞれ、増加及び減少の程度を示す
レベル分けがされていてもよい。
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【００６５】
　図１に戻ると、マッチング部１９は、領域別判定部１８による特徴領域であるか否かの
判定結果と、鑑別データ２１ａとを対比する。例えば、領域別判定部１８から、特徴領域
の判定結果として、各領域の血流の増減傾向（増加、減少、変化なし）を取得すると、そ
のパターンと鑑別データ２１ａのパターンとをマッチングさせる。このマッチング結果が
、次に説明する表示処理部３０により表示される。このとき、特徴領域の判定結果及び鑑
別データが、血流の増加または減少の程度を示すレベル分けがされているときは、マッチ
ングの際に、そのレベルも一致させるようにしてもよい。
【００６６】
　表示処理部３０は、特徴量算出部１７により算出された特徴量、領域別判定部１８によ
る特徴領域か否かの判定結果、あるいは、マッチング部１９によるマッチング結果を、被
験者別に表示装置３に表示させる。表示処理部３０が表示させる表示態様の例を図６に示
す。
【００６７】
　例えば、表示処理部３０は、図６Ａに示すような表示画面３００をマッチング結果とし
て表示させてもよい。図６Ａの表示画面３００は、ある被験者について、鑑別データのパ
ターン３１０を含み、このパターン３１０に、領域別判定部１８による判定結果３２０を
重ねて表示している。つまり、パターン３１０上で、領域別判定部１８による判定結果３
２０に対応する部分を太枠で表現している。これにより、被験者ごとに、特徴領域と鑑別
データとのマッチングの度合いを把握できる。なお、図中において符号３２０は１カ所の
み示している。
【００６８】
　また、表示処理部３０は、図６Ｂに示すような表示画面４００により、特徴量算出部１
７により算出された特徴量、または領域別判定部１８による特徴領域か否かの判定結果を
表示してもよい。すなわち、図６Ｂの表示画面４００は、領域別の特徴量をグラフ表示し
たものである。
【００６９】
　さらには、表示処理部３０は、断層画像及び脳表表示のいずれか一方または両方におい
て、血流が増加及び減少している特徴領域の分布を表示してもよい。そのときに、血流が
増加している特徴領域は暖色系の色で表示し、減少している特徴領域は寒色系の色で表示
してもよい。
【００７０】
　次に、図７に示すフローチャートに従って、本システムの処理手順を説明する。
【００７１】
　まず、本システムは、ＳＰＥＣＴ断層画像撮影装置５から被験者データを取得し、被験
者データ記憶部１１に格納する（Ｓ１１）。
【００７２】
　つぎに、正規化処理部１３が被験者データ記憶部１１に記憶されている被験者データを
正規化する（Ｓ１２）。
【００７３】
　そして、正規化された被験者データと、健常者データ記憶部１２に予め格納されている
健常者データとを用いて、Ｚ値算出部１４がＺ値を算出する（Ｓ１３）。
【００７４】
　被験者データの全画像についてＺ値が算出されると、特徴部位抽出部１５は、抽出条件
テーブル１６に従って、Ｚ値が所定の閾値以上（または以下）である特徴部位を抽出する
（Ｓ１４）。ここで抽出される特徴部位は、例えば、相対的増加部位及び相対的減少部位
である。
【００７５】
　特徴量算出部１７は、領域データ記憶部２０に記憶されている領域データ、及び特徴部
位抽出部１５により抽出された特徴部位のＺ値に基づいて、特徴量を算出する（Ｓ１５）
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。ここでは、一種類以上の特徴量が算出される。
【００７６】
　領域別判定部１８は、特徴量算出部１７により算出された一種類以上の特徴量に基づい
て、各領域が特徴を有する特徴領域であるか否かを判定する（Ｓ１６）。例えば、各領域
が、血流の増加傾向を有する領域であるか、減少傾向を有する領域であるか、あるいは、
血流の増減については特徴を有しない領域であるかが判定される。
【００７７】
　最後に、表示処理部３０は、上記の処理により求められた特徴量あるいは特徴領域が表
示装置３に表示する（Ｓ１７）。
【００７８】
　これにより、被験者と健常者のＳＰＥＣＴ断層画像を用いて、被験者の鑑別診断の支援
をすることができる。
【００７９】
　上述した本発明の実施形態は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲をそれ
らの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなし
に、他の様々な態様で本発明を実施することができる。
【００８０】
　例えば、本実施形態では、ＳＰＥＣＴによる断層画像を用いて特徴領域を抽出し、これ
に基づいて診断支援を行っているが、ＳＰＥＣＴ以外にもＰＥＴ、Ｘ線ＣＴ、ＭＲＩによ
る断層画像を用いることもできる。ここで、ＳＰＥＣＴ及びＰＥＴ画像の場合、血流を示
すボクセル値の他、例えばレセプターへの集積増減を示す集積値を用いてもよい。さらに
、ＣＴ画像の場合はＣＴ値、ＭＲＩ画像の場合はＴ１値、Ｔ２値（緩和時間）を用いても
よい。
【００８１】
　また、上述の実施形態では、被験者データが比較されるデータは健常者データであるが
、これ以外にも、例えば、特定の疾患の多数の患者データの平均値と被験者データを比較
するようにしてもよい。例えば、比較対象データとして初期のアルツハイマー患者の患者
データを用いた場合、被験者データから初期のアルツハイマー患者に対して特徴的な領域
が抽出される。そして、後期アルツハイマーの疾患別分割領域データを用いて上記の評価
をすれば、アルツハイマーの進行度を判定することができる。さらには、ある疾患（例え
ば前頭葉型アルツハイマー）の多数の患者データの平均値とその疾患の被験者データとを
比較して特徴領域を抽出し、別の疾患（例えば鬱病）の領域データを用いて特徴領域の広
がりを評価した場合、別の疾患を併発している被験者とそうでない被験者とを鑑別するこ
ともできる。
【符号の説明】
【００８２】
１           画像診断支援システム
２           入力装置
３           表示装置
５           断層画像撮影装置
１０       画像診断支援システム本体
１１       被験者データ記憶部
１２       健常者データ記憶部
１３       正規化処理部
１４       Ｚ値算出部
１５       特徴部位抽出部
１６       抽出条件テーブル
１７       特徴量算出部
１８       領域別判定部
１９       マッチング部
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２０       領域データ記憶部
２１       鑑別データ記憶部
３０       表示処理部

【図１】 【図２】
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